
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「第１表」への記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第２表」への記載 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

③ 控除額の記載 

 第２表⑲の金額から、2,000 円を差し引いた金

額を記載します。 

① 寄附先と金額の記載 

災害義援金の金額を記載。 

寄付先は、「神戸市、日本赤十字社」等と

記載。 

他の寄附金を含む寄付金合計が総所得金

額の 8 割を超える場合は、総所得金額×

80％相当額が、上限額となります。 

 

神戸市 

日本赤十字社 

日本赤十字社への寄附金のうち、所得税及び住民税控除の対象となる国内の災害義援金に

ついて記載しています。「ふるさと寄附金」として取り扱われます。 

上記所得税と地方税法の両方の記載のある領収書を添付して確定申告を行うことにより、所得税

と住民税の控除を受けることができます。 

 

他に寄付金がある場合など、詳細は税務署発行の「確定申告の手引き」をご参照ください。 

 

国内の災害義援金として寄付した場合の確定申告書への記載のしかた 

（所得税及び住民税の控除） 

 

「所得税法第 78条 2項第１号（国又は地方公共団体に対する寄附金）」、 

「地方税法第 37条の 2第 1項第１号及び第 314条の７第 1項第１号 

（都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金）」に該当と記載のある領収書 

による申告 

② 金額の記載 

災害義援金の金額を記載。 

「ふるさと寄附金」として控除され

ますが、上限があります。上限金額

等は、お住いの市町にお問合せくだ

さい。 



 

  



国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で寄附金控除入力を行う場合 

＊東日本大震災への義援金 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他の国内義援金 

 

 

 

 

 

 

 

「日本赤十字社支部に

対する寄附金」を選択 

（１）に印を付ける 

「都道府県、市区町村に

対する寄附金（ふるさと

納税など）」を選択 


